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第
172
回
国
会
開
会
式
に
お
け
る
お
こ
と
ば 

 
平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日
（
金
曜
日
） 

開 
会 

式  

 

午
後
一
時
五
十
九
分 

参
議
院
議
長
、
衆
議
院
参
議
院
の
副
議
長
、
常
任

委
員
長
、
特
別
委
員
長
、
参
議
院
の
調
査
会
長
、
衆
議
院
参
議
院
の
議
員
、

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
、
最
高
裁
判
所
長
官
及
び
会
計
検
査
院

長
は
、
式
場
に
入
り
、
所
定
の
位
置
に
着
い
た
。 

 

午
後
二
時 

天
皇
陛
下
は
、
衆
議
院
議
長
の
前
行
で
式
場
に
入
ら
れ
、
お

席
に
着
か
れ
た
。 

〔
一
同
敬
礼
〕 

 

午
後
二
時
一
分 

衆
議
院
議
長
横
路
孝
弘
君
は
、
式
場
の
中
央
に
進
み
、

次
の
式
辞
を
述
べ
た
。 

式 

辞 

 

天
皇
陛
下
の
御
臨
席
を
い
た
だ
き
、
第
百
七
十
二
回
国
会
の
開
会
式
を
行

う
に
あ
た
り
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
を
代
表
し
て
、
式
辞
を
申
し
述
べ
ま
す
。 

 

去
る
八
月
三
十
日
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
九
月
十
六
日
を
も

っ
て
特
別
国
会
が
召
集
さ
れ
ま
し
た
。 

 

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
際
、
新
た
な
決
意
の
も
と
に
、
内
外
の
諸
情
勢
に
対

処
し
て
、
適
切
な
施
策
の
推
進
に
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
こ
に
、
国
会
は
先
の
総
選
挙
に
よ
る
新
議
員
を
迎
え
、
わ
れ
わ
れ
に
課

せ
ら
れ
た
重
大
な
使
命
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
憲
法
に
基
づ
き
、
お
の
お
の

最
善
を
つ
く
し
て
そ
の
任
務
を
遂
行
し
、
も
っ
て
国
民
の
信
託
に
こ
た
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
い
で
、
天
皇
陛
下
か
ら
次
の
お
こ
と
ば
を
賜
っ
た
。 

 
 
 

お
こ
と
ば 

 

本
日
、
第
百
七
十
二
回
国
会
の
開
会
式
に
臨
み
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に

よ
る
新
議
員
を
迎
え
、
全
国
民
を
代
表
す
る
皆
さ
ん
と
一
堂
に
会
す
る
こ
と

は
、
私
の
深
く
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
こ
に
、
国
会
が
、
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
、
当
面
す
る
内
外
の
諸
問

題
に
対
処
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
使
命
を
十
分
に
果
た
し
、
国
民
の
信
託
に

こ
た
え
る
こ
と
を
切
に
希
望
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
一
同
敬
礼
〕 

衆
議
院
議
長
は
、
お
こ
と
ば
書
を
お
受
け
し
た
。 

午
後
二
時
七
分 

天
皇
陛
下
は
、
参
議
院
議
長
の
前
行
で
式
場
を
出
ら
れ
た
。 

 

次
い
で
、
一
同
は
式
場
を
出
た
。 

 
 
 

午
後
二
時
八
分
式
を
終
わ
る 

 （
『
官
報
』
号
外
参
議
院
会
議
録
第
二
号
（
そ
の
一
）
開
会
式 

平
成
２
１
年
９
月
１
８
日
） 


